
政策の柱 政策名 5 子どもの健やかな成長支援

政策目標

主な事業等 （単位：千円）

施策 内容 【参考】
R5予算額
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3,000　・【新】こども食堂物価高騰等対策支援事業
　　　コロナ禍での物価高騰等の影響を受け、運営が厳しいこども食堂の活動が維持・継続されるよう
      支援

　・子どもほっとサロン事業
　　　困難を抱えるこどもたちへの食事の提供のみならず、こどもの居場所づくりや見守りのほか、
　　　地域の交流の場としても大きな役割を担っている「こども食堂」の取組みを支援

　・児童相談所・関係機関連携強化事業（再掲）
　　　児童相談業務に係る関係機関の連携強化のため、児相職員と市町村職員、施設職員等を対象
　　　とした研修を開催。児相職員、市町村職員、施設職員の専門性を高めるための研修等を行う。

　・医療機関向け児童虐待防止研修会開催事業
　　　医療現場における児童虐待防止対策強化のために、医療機関向けの研修会を開催し、
　　　児童虐待に対する意識啓発や通告先の周知等を実施

　・児童養護施設等体制強化事業
　　　児童指導員等の職員の負担軽減等により勤務環境改善に取り組んでいる施設に対し、
　　　補助者の雇い上げに必要な費用を補助

■児童虐待やいじめ等を早期発見・早期対応するための体制整備

（２）地域で子どもを育
む環境づくり

　・【新】こども食堂設置拡充促進事業
　　　こども食堂の輪を一層広げるため、こども食堂未設置地域の掘り起こしや各種団体との連携に
　　　取り組む体制を整備

　・【新】こどもの居場所・つながりの場づくり支援事業
　　　こども食堂が学習支援の要素を取り入れ、こどもの居場所・つながりの場として発展できるよう、
　　　学習支援ボランティアのマッチング等を実施

　・放課後子ども教室推進事業
　　　放課後や週末等に学校の余裕教室等を活用し、地域の方々の参画を得て、
　　　子どもたちに学習や様々な体験・交流活動の機会を定期的・継続的に提供

　・児童相談所・関係機関連携強化事業
　　　児童相談業務に係る関係機関の連携強化のため、児相職員と市町村職員、施設職員等を対象
　　　とした研修を開催。児相職員、市町村職員、施設職員の専門性を高めるための研修等を行う。

「元気とやま創造計画アクションプラン（R5年度版）」

■児童相談所の機能強化

未来とやま

子どもたちが、虐待・いじめなどの人権侵害を受けることなく、健やかに成長しているとともに、学
校・家庭・地域の連携・協力のもと、学び・遊び・体験活動等を通じ心身の豊かさ・たくましさを育
んでいること。

　・市町村支援児童福祉司を児童相談所へ配置
　　　市町村、保健・医療、福祉・教育、司法、民生児童委員等の関係団体から構成される要保護児
　　　童対策地域協議会への児童相談所職員の参加等を通し、情報共有や連携を図る

■市町村や関係機関との役割分担と連携強化

　・児童相談所職員の増員と研修の充実
　　　児童福祉司等を増員するとともに、児童福祉司の任用後研修等を実施し職員の
　　　資質向上を図る

　・【新】富山児童相談所の移転改築及び児童心理治療施設の整備に係る基本設計・実施設計等
　　　 「富山児童相談所」の移転改築（施設の集約及び連携による機能強化）、被虐待児童等の心理
　　　ケアや生活指導を担う 「児童心理治療施設」の整備に係る基本設計・実施設計等を実施

　・児童相談所法的対応機能強化事業
　　　家庭裁判所への申立等の法的手続きを専門家である弁護士に依頼

（１）子どもの権利と利
益の尊重

■学習・遊び・体験活動や地域住民との交流活動の推進

　・　24時間子供SOSダイヤル
　　　児童生徒等の話し相手や悩みなどの電話相談に24時間体制で応じる

　・DV対応・児童虐待対応連携強化事業
　　　女性相談センターに児童虐待防止対応コーディネーターを配置し、児童相談所等との
　　　連携の強化を図る

　・子どもほっとライン事業
　　　電話や電子メール等により子どもたちの悩みや質問に応える相談活動を行う

　・とやまっ子さんさん広場推進事業（再掲）
 　　 地域住民やＮＰＯによる自主的な子どもの居場所づくりに対する補助

　・放課後児童クラブ事業（再掲）
　　　保護者が昼間家にいない児童に対し、放課後や休日に学校の空き教室、児童館等を
　　　利用し遊びや生活の場を与える活動の運営費、施設整備費等補助
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＜参考＞
活動指標

1,333回 2,200回 2,200回

　・【新】新川こども施設整備・運営事業
　　　新川こども施設の整備・運営を行うPFI事業者の選定手続きを実施

R3
(2021年度)

R8
(2026年度)

　・とやまの子どもを守り育てるネット利用推進事業
　  　－ネット上の不適切な書き込みをネット監視員が検索し、学校へ情報を提供する
　　　　 ネットパトロールの実施

■インターネット上の有害情報の閲覧防止

■家庭的養護の推進

　・少年補導センター育成事業
　　　少年補導委員研修会の開催及び街頭補導・有害環境浄化活動の推進

　・放課後児童クラブ整備事業費補助金
　　　放課後児童クラブの創設、改築等に対する補助

少年補導委員による街頭補導状況

　・里親支援事業
　　　里親制度の広報啓発、里親登録前研修の実施、里親と里子のマッチング、委託里親への
　　　訪問支援等の業務を里親支援機関に委託し、総合的に実施

（３）子どもの健全な
育成

  ・里親制度普及・リクルート事業
　　　里親リクルーターを配置し、里親に対する認知度を高めるための普及啓発、里親に
　　　関心のある層を発掘し登録を働きかける活動等を実施

■魅力ある遊び場づくりと遊びのネットワークづくり

県内各市町村の少年補導センターによる街頭補
導の実施回数

　・社会的養護自立支援事業
　　　里親に委託されている者や児童養護施設等に入所している者に対し、
　　　22歳まで自立のための支援を継続

（４）家庭的養護の推
進

指標名
現況

R3年度

目標

指標の説明

　・子どもの登下校安全対策事業
　　　市町村で委嘱するスクールガード・リーダーの配置、学校安全パトロール隊等に要する
　　　経費について支援

  ・【新】児童養護施設整備事業
　　　児童養護施設が行う、より家庭的な環境で子どもを養育するための施設整備に対して補助を
　　　実施

■青少年健全育成運動の推進と非行防止に対する関係機関の連携促進

　・青少年育成県民運動推進事業
　　　青少年育成県民運動への助成

  ・【新】小規模住居型児童養育事業（ファミリーホーム）開設支援事業
　　　小規模住居型児童養育事業（ファミリーホーム）の開設にあたって必要な改修費の補助を実施

■地域で子どもを守り育てる活動の推進

　・土曜日の豊かな教育活動推進事業
　　　地域人材を活用した多彩な教育活動を推進するため、土曜日の学習活動や授業を支援

　・中学校放課後学習支援推進事業
　　　中学生を対象に、放課後や週末等の学校の余裕教室等を活用して、地域住民等の
　　　協力による学習支援を実施


